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ジェネリック医薬品の名前は聞いたことがあっても、よく知らないので使いに

くいという方は多いのではないでしょうか。今回は、その「ジェネリック医薬

品」について掲載します。 

 

○ ジェネリック医薬品ってなに？ 
 医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬品）とジェネリック医薬品（後

発医薬品）があります。新薬は開発元等に特許期間が設けられており、この間

は他で製造・販売等は出来ないこととなっています。この特許期間が切れた後

に、新薬と同じ有効成分で作られる薬のことをジェネリック医薬品といいます。 

 

○ なぜジェネリック医薬品が勧められるの？ 

 ジェネリック医薬品は、効き目や安全性は新薬とほぼ同じで厚生労働省の基

準を満たしている安全な薬です。そして、新薬と同じ有効成分を使うため開発

期間が短く、経費も少なく済み、価格が安くなります。（薬によって異なりま

すが、３～５割程度安くなるものもあります！！） 

 また、令和６年１０月からは、ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬

品の処方を希望される場合は、価格差の４分の１相当の料金をご負担いただく 

ようになっています。 

 ジェネリック医薬品を使うということは、自己負担額が安くなるだけでなく、

国保等の保険制度全体の負担軽減となり、被保険者の方々が将来にわたって安

心して必要な医療を受けることができるようになります。 

 

○ どうすればジェネリック医薬品を処方してもらえるの？ 

 ジェネリック医薬品を処方してもらうには、お医者さんや薬剤師さんへ「ジ

ェネリック医薬品にしてほしい」と伝えることが必要です。資格確認書や診察

券などに「ジェネリック医薬品希望シール」等を貼っておくことでも簡単に意

思表示が可能です。（希望シールは役場保健福祉課窓口でも配布しています） 

 ただし、薬の種類や、治療内容、ご本人の体質によってはジェネリック医薬

品に変更できない場合もありますので、詳しくはかかりつけのお医者さんや薬

剤師さんへご相談ください。 

～ジェネリック医薬品（後発医薬品）について～ 

（裏面につづく） 



【 国保医療係からのお知らせ 】 

糖尿病   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

比布町国保加入者の 40～74歳までの方（年度内に 75歳になる方の

有効期限は誕生日の前日まで）を対象に毎年特定健康診査を実施していま

す。健診受診の案内については、郵送にて既に配布しているところです。 

令和 8年度は、７月１４～１７日及び 10月 1４～1６日に町保健セ

ンターで集団健診を実施します。なお、集団健診での受診をしない場合、

６月１日以降に個別健診として、ぴっぷクリニック、がん検診センター並

びに旭川市内の各医療機関での受診ができます。５月末までに受診券を送

付しますので、個別健診を受ける際は必ず受診券をご持参くださいますよ

うお願いいたします。（集団健診をお申し込みの方は、健診の案内時に同

封します。） 

糖尿病は、すい臓で作られる「インスリン」が足りない・効かないこと

により血液中の糖（ブドウ糖）をエネルギーに変えることが出来なくなる

病態であり、一度発症すると治癒することはありません。血液中の糖は血

管を痛めて動脈硬化を引き起こすようになり、重症化すると脳卒中や心筋

梗塞だけでなく、網膜症・腎症・神経障害などを引き起こし、失明や透析、

認知症などの大きなリスクにつながります。 

 糖尿病予防には、①食べ過ぎ・飲み過ぎを控える（エネルギーを摂りす

ぎない）、②適度な運動をする（エネルギーを使う）、③野菜などを多く摂

る（血糖の上昇をゆるやかにする）など、生活習慣を見直し、血糖値をコ

ントロールすることが重要です。自覚症状の少ない生活習慣病を予防する

ためには「自分の健康状態を知る」ことが大切です。１年に１度は健康

診査を受け、安心で健康的な生活を続けましょう。 
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